
対�
象　
遠
賀
郡
・
中
間
市
に
在
住
し

て
い
る
人

出
品　
家
具
な
ど
１
５
０
点
程
度

申�

込
方
法　
会
場
の
入
札
用
紙
に
記

入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
落
札

者
に
は
ハ
ガ
キ
で
通
知
し
ま
す
。

同
額
の
場
合
は
抽
選
を
行
い
ま
す
。

引
取
期
限　
３
月
７
日
土
正
午

問○　
中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

　
☎
２
４
５・５
３
７
４

と�

き　
２
月
24
日
火
～
３
月
１
日
日

９
時
～
16
時
30
分

※
最
終
日
は
11
時
30
分
ま
で
で
す
。

と�

こ
ろ　
中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ（
中
間
市
大
字
垣
生
）

　
広
報
み
ず
ま
き
１
月
25
日
号
の
表

紙
に
掲
載
し
て
い
る
「
５
月
10
日
号

表
紙
赤
ち
ゃ
ん
ア
ル
バ
ム
」
の
受
付

フ
ォ
ー
ム
で
、
令
和

７
年
中
に
生
ま
れ
た

赤
ち
ゃ
ん
の
生
年
月

日
が
入
力
で
き
な
い

不
具
合
が
発

生
し
て
い
ま

し
た
。

　
問
題
の
箇
所
を
修
正
し
、
現
在
は

入
力
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
、
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問○　
役
場
広
報
係

送
付
日
程

▽
令
和
７
年
１
月
～
３
月
診
療
分

　
令
和
７
年
７
月
末
送
付
済
み

▽
令
和
７
年
４
月
～
７
月
診
療
分

　
令
和
７
年
11
月
末
送
付
済
み

▽
令
和
７
年
８
月
～
11
月
診
療
分

　
令
和
８
年
２
月
中
旬
送
付
予
定

※�

通
知
は
、
被
保
険
者
住
所（
変
更

可
能
）に
圧
着
は
が
き
で
送
付
し

ま
す
。

※�

医
療
機
関
の
情
報
受
け
渡
し
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
、
通
知
に
記
載
さ
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※�

令
和
７
年
12
月
診
療
分
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
領
収
書

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
は

イ
ー
タ
ッ
ク
ス
（
電
子
申
告
）
で

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ
る
医

療
費
情
報
の
取
得
が
で
き
ま
す
。

問○　
役
場
保
険
年
金
係

有
料
広
告
欄
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囲い文字の説明　問○……問い合わせ先　申○……申し込み先　月……月曜日

INFORMATION

生 活 情 報

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX 201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX 202-2473

子育て支援センター
☎ 203-5772

ほっとステーション
（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX 203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX 201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

サクラほーる（高齢者福祉センター）
☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX 202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 201-4321
FAX 201-4423

水巻町役場

☎ 201-4321
消費生活センター

☎ 582-3031
☎ 644-7820

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201-9119

水は電話のみです。

郡内火災発生 確認ダイヤル
☎（0570）093-119

遠賀中間休日急病センター
★休日救急医療★ ☎ 282-9919

　平日の手続きが困
難な人に向けて、申
請・交付専用の休日
窓口を開設します。
※�住民票などの証明書の発
行は行いません。
とき　3/8日９時～正午
申○問○役場住民係

マイナンバーカード
休日 休日 申請・交付窓口

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
の

診
療
分
医
療
費
通
知

議会日程（予定）
3/2月	 全員協議会【９時30分】
	 本会議（提案）
3/4水	 本会議（質疑・付託）
� 本会議終了後　議会運営委員会
3/5木	 文厚産建委員会
3/6金	 総務財政委員会
3/9月	 本会議（採決・一般質問）
3/10火	 本会議（一般質問）
3/11水	 文厚産建委員会
3/13金	 総務財政委員会
3/18水	 議会運営委員会
3/19木	 本会議（採決）
※開始時刻は全て10時です（全員協議
会を除く）。
※日程は変更になる場合があります。２
月下旬の議会運営委員会で最終決定し
ます。

問○役場議会事務局

町議会３月定例会
３月２日月開会予定

【
お
詫
び
】
5
月
10
日
号
赤
ち
ゃ

ん
ア
ル
バ
ム
受
付
フ
ォ
ー
ム

▲入力フォーム

中
間
・
遠
賀
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

家
具
な
ど
再
生
品
を
入
札
販
売



　
生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
・
治
療

の
た
め
に
は
、
年
に
一
度
の
健
康
診

査
が
重
要
で
す
。
ま
だ
受
診
し
て
い

な
い
人
は
健
康
診
査
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

対�

象　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

費
用　
５
０
０
円

受�

診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

し
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資

格
確
認
書
と
受
診
票
を
持
っ
て
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
期
限　
３
月
31
日
火

問○　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎（
０
９
２
）６
５
１
・
３
１
１
１

【
新
規
・
更
新
登
録
】

対
象

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
者

▽
登
録
期
限
が
令
和
８
年
３
月
31
日

▽
新
規
登
録
す
る

※�

町
に
登
録
し
た
排
水
設
備
責
任
技

術
者
を
、
１
人
以
上
専
属
雇
用
し

て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

申
込
期
間　
３
月
２
日
月
～
12
日
木

※�

申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取

得
し
て
く
だ
さ
い
。

費
用　
３
万
円

【
新
規
登
録
講
習
会
】

と�

き　
３
月
25
日
水
18
時

と
こ
ろ　
役
場
１
０
１
会
議
室

【
共
通
事
項
】

申○
問○　
役
場
下
水
道
課

費
用　
１
５
０
０
円
（
３
回
分
）

持�

っ
て
く
る
も
の　
タ
オ
ル
・
飲
料
水

講�

師　
大
野
直
人
さ
ん
・
安
部
貴
子

さ
ん

申○
問○　
水
巻
ゆ
う
・
あ
い
倶
楽
部

　
起
業
し
た
い
け
ど
、
何
を
し
た
ら

い
い
の
か
分
か
ら

な
い
な
ど
の
理
由

で
、
あ
と
一
歩
を
踏

み
出
せ
な
い
人
は

ぜ
ひ
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

対�

象　
お
お
む
ね
60
歳
以
上
で
、
起

業
に
興
味
が
あ
る
人

と�

き　

３
月
４
日
水
13
時
30
分
～

17
時

と�

こ
ろ　
A
Ｉ
Ｍ
ビ
ル
３
１
１
会
議

室
・
３
１
２
会
議
室

内
容

▽
起
業
ネ
タ
探
し

▽�

創
業
計
画
・
資
金
計
画
・
収
支
計
画

▽
労
働
者
協
同
組
合

費
用　
無
料

定
員　
60
人（
事
前
予
約
制
）

申�

込
方
法　
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
申
し
込
む

か
、
福
岡
県
生
涯
現
役

チ
ャ
レ
ン
ジ
セ
ン
タ
ー

事
務
局
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

申○�
問○　
福
岡
県
生
涯
現
役
チ
ャ
レ
ン

ジ
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　
☎（
０
９
２
）４
３
２・２
５
１
２

し
て
い
る
人

申�

込
方
法　

福
岡
県
公
立
学
校
講

師
志
願
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
様
式
は
下

の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
提
出
先
も
、
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申○�

○
問○　
県
教
育
庁
北
九
州
教
育
事
務

所
総
務
課
総
務
係

　
☎
（
０
９
４
９
）２
５
・
１
２
０
２

と
き　
３
月
14
日・21
日・28
日
（
全

て
土
・
全
３
回
）
11
時
～
正
午

と
こ
ろ　
体
育
セ
ン
タ
ー（
頃
末
北
）

対
象　
年
長
児
～
小
学
６
年
生

定
員　
15
人
（
先
着
順
）

費
用　
１
５
０
０
円
（
３
回
分
）

持�

っ
て
く
る
も
の　
タ
オ
ル
・
飲
料

水
・
室
内
シ
ュ
ー
ズ

講�
師　
木
元
周
平
さ
ん

（
日
本
バ
ス
ケ
ッ
ト

協
会
Ｃ
級
ラ
イ
セ
ン

ス
コ
ー
チ
）

申○
問○　
水
巻
ゆ
う
・
あ
い
倶
楽
部

と
き　
３
月
14
日・21
日・28
日
（
全

て
土
・
全
３
回
）
10
時
30
分
～
11

時
30
分

※
雨
天
順
延
で
す
。
予
備
日
は
４
月

４
日
・
11
日
（
全
て
土
）
で
す
。

と
こ
ろ　
総
合
運
動
公
園
グ
ラ
ン
ド

対
象　
年
長
児
～
小
学
６
年
生

定
員　
20
人

　

認
知
症
の
人
を
支

え
る
家
族
な
ど
が
、

互
い
に
日
々
の
悩
み

や
想
い
を
気
軽
に
話

し
た
り
、
介
護
や
医

療
の
情
報
交
換
を
し

た
り
す
る
場
と
し
て
、

「
お
れ
ん
じ
フ
ァ
ミ
リ
ー
水
巻
」
を

開
催
し
ま
す
。
今
回
は
、「
認
知
症

家
族
の
心
理
ス
テ
ッ
プ
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
、
講
師
に
よ
る
ミ
ニ
講
話
も

予
定
し
て
い
ま
す
。
気
軽
に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

と
き　
３
月
16
日
月
10
時
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　
役
場
３
０
２
会
議
室

対�

象　
町
内
に
住
む
認
知
症
の
人
の

家
族
や
介
護
者

講
師　
山
﨑
由
美
先
生
（
福
岡
県
認

知
症
医
療
セ
ン
タ
ー
宗
像
病
院
認

知
症
看
護
認
定
看
護
師
）

申
込
方
法　
役
場
包
括
支
援
係
窓
口

ま
た
は
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

問○　
役
場
包
括
支
援
係

　
公
立
小
・
中
学
校
の
講
師
登
録
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対�

象　
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
各
教

科
の
有
効
な
教
員
免
許
状
を
所
持

広報みずまき 2026.2.10 6

子
ど
も
バ
ス
ケ
ッ
ト
短
期
教
室

受
診
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査

ホームページ

有
料
広
告
欄

子
ど
も
陸
上
教
室

シ
ニ
ア
の
た
め
の

起
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー
開
催

小
・
中
学
校
で
働
き
ま
せ
ん
か

教
員
募
集

認
知
症
の
人
を
支
え
る
家
族
へ

お
れ
ん
じ
フ
ァ
ミ
リ
ー
水
巻

排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
登
録



【
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校
】

【
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校
】

募
集
科
目

募
集
科
目

①
３
Ｄ
-Ｃ
Ａ
Ｄ
機
械
シ
ス
テ
ム
科

①
３
Ｄ
-Ｃ
Ａ
Ｄ
機
械
シ
ス
テ
ム
科

②
溶
接
科

②
溶
接
科

③
介
護
サ
ー
ビ
ス
科

③
介
護
サ
ー
ビ
ス
科

問問○○��　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校
（
戸
畑

　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校
（
戸
畑

区
東
大
谷
）

区
東
大
谷
）

　
☎
８
８
２・４
３
０
６

　
☎
８
８
２・４
３
０
６

【【��

小
倉
高
等
技
術
専
門
校
】

小
倉
高
等
技
術
専
門
校
】

募
集
科
目

募
集
科
目

①
Ｏ
Ａ
事
務
科

①
Ｏ
Ａ
事
務
科

②
エ
ク
ス
テ
リ
ア
左
官
科

②
エ
ク
ス
テ
リ
ア
左
官
科

③
建
築
科

③
建
築
科

④
ア
パ
レ
ル
サ
ー
ビ
ス
科

④
ア
パ
レ
ル
サ
ー
ビ
ス
科

問問○○��　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校
（
小
倉

　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校
（
小
倉

北
区
横
代
東
）

北
区
横
代
東
）

　
☎
９
６
１・４
０
０
２

　
☎
９
６
１・４
０
０
２

【
共
通
事
項
】

【
共
通
事
項
】

訓
練
開
始
日　

訓
練
開
始
日　
４
月
９
日
木

４
月
９
日
木

訓
練
期
間　

訓
練
期
間　
６
カ
月
～
２
年

６
カ
月
～
２
年

申申��

込
期
間　

込
期
間　
２
月
２
月
1313
日
金
日
金

～
３
月

～
３
月
1717
日
火
日
火

申申��

込
方
法　

込
方
法　
下
の
二
次
元

下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
確
認
し
て

コ
ー
ド
か
ら
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

選
考
日　

選
考
日　
３
月
３
月
2525
日
水
日
水

　

学
生
た
ち
の
研
究
・
開
発
の
成
果

や
も
の
づ
く
り
技
術
を
公
開
す
る
「
ポ

リ
テ
ッ
ク
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
６
in
北

九
州
」
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

２
月
20
日
金
９
時
～
16
時
・

21
日
土
９
時
～
14
時
30
分

と
こ
ろ　
九
州
職
業
能
力
開
発
大
学

校
（
小
倉
南
区
志
井
）

内
容　
機
械
加
工
技
術
コ
ン
テ
ス
ト
・

ロ
ボ
ッ
ト
競
技
会
・
作
品
展
示
・
研

究
発
表

問○　
ポ
リ
テ
ッ
ク
ビ
ジ
ョ
ン
実
行
委
員
会

　
☎
９
６
３・８
３
５
３

　
平
日
に
相
談
が
困
難
な
人
の
た
め

に
家
計
相
談
支
援
員
に
よ
る
無
料
納

税
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

広報みずまき 2026.2.107

浅
野
）

問○�

○
　
福
岡
県
北
九
州
労
働
者
支
援
事

務
所

　
☎
９
６
７・３
９
４
５

【
住
民
相
談
員
の
住
民
相
談
】

　
相
談
は
電
話
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

と�

き　
毎
週
月
金（
祝
日
は
除
く
）13

時
～
16
時

【
弁
護
士
の
無
料
法
律
相
談
】

と�

き　
３
月
11
日
水
・
27
日
金
13
時

～
16
時

対�

象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

定�

員　
各
６
人（
予
約
先
着
順
）

申�

込
開
始　
３
月
４
日
水
８
時
30
分

【
行
政
相
談
委
員
の
行
政
相
談
】

と�

き　
３
月
９
日
月
・
23
日
月
13
時

～
16
時

内�

容　

行
政
へ
の

意
見
・
苦
情
な
ど

【
共
通
事
項
】

受�

付
終
了　
15
時
30
分

※�

事
前
予
約
制
の
相
談
を
除
き
ま
す
。

と�

こ
ろ　
社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き

い
き
ほ
ー
る
２
階
）

問○　
○社会
福
祉
協
議
会

　
☎
２
０
２・３
７
０
０

社
会
福
祉
協
議
会

12
月
10
日
～
１
月
９
日
受
付
分

【
一
般
寄
付
】

遠
賀
中
間
地
区
農
業
祭
実
行
委
員
会
様

と�

き　
３
月
８
日
日
９
時

～
15
時

と�

こ
ろ　

役
場
納
税
係

窓
口

申
込
方
法　
電
話（
事
前
予
約
制
）

申
込
期
限　
２
月
20
日
金
15
時

申○
問○　
役
場
納
税
係

　
面
談
・
電
話
に
よ
る
相
談
会
を
行

い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

と�

き　
２
月
25
日
水
・
26
日
木
９
時

～
20
時

※�

受
け
付
け
は
、
19
時
30
分
ま
で
で

す
。

と�

こ
ろ　
福
岡
県
北
九
州
労
働
者
支

援
事
務
所
（
北
九
州
市
小
倉
北
区

令
和
８
年
度
一
般
生
を
募
集

県
立
高
等
技
術
専
門
校

国民健康保険加入者は、１カ月の医療費の自己負担額
が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額
療養費として支給されます。申請には領収書、世帯主の
通帳、印鑑が必要です。また、入院したときなど医療費
が高くなりそうな場合は事前に減額認定証・限度額適用
認定証を医療機関窓口に提示することで、１カ月分の医
療費が一定の金額までとなります。
　70歳未満の人、70歳以上で現役並み所得者や下表の
低所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、事前に減額認定証・限度
額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請してくださ
い。また、マイナ保険証を利用することで限度額認定証
の事前申請は不要となります。
　計算方法など、詳しくは問い合わせてください。
自己負担限度額（70歳未満）

問 役場保険年金係

自己負担限度額（70歳以上の国保加入者）

※１ 低所得Ⅰを除く町民税非課税の世帯
※２ �同一世帯の世帯主と70歳以上の国保加入者がそれぞれ年金収入

80万6,700 円以下で、その他の所得がない町民税非課税の世帯
※３ 年間の限度額は14万4,000 円

所得要件
外来+入院【世帯単位】

外来（個人ごと）

現
役
並
み
所
得
者

町民税課税標準額
690万円以上

25万2,600 円 +
（総医療費－84万2,000円）×１％

町民税課税標準額
380万円～690万円未満

16万7,400 円 +
（総医療費－55万8,000円）×１％

町民税課税標準額
145万円～380万円未満

８万100円 +
（総医療費－26万7,000円）×１％

町民税課税標準額
145万円未満の課税世帯

１万8,000円
※３ ５万7,600円

低所得Ⅱ※１ 8,000円 ２万4,600円

低所得Ⅰ※２ 8,000円 １万5,000円

1カ月の医療費
自己負担額が高額になったら

所得要件 自己負担限度額

901万円超 25万2,600円+
（総医療費－84万2,000円）×１％

600万円超～ 901万円 16万7,400円+
（総医療費－55万8,000円）×１％

210万円超～ 600万円 ８万100円+
（総医療費－26万7,000円）×１％

210万円以下 ５万7,600円
住民税非課税世帯 ３万5,400円

総所得金額等－基礎
控除（43万円）

税
金
に
関
す
る
休
日
相
談
会

社
会
福
祉
協
議
会
の
相
談
事
業

ポ
リ
テ
ッ
ク
ビ
ジ
ョ
ン
開
催

解
雇
・
雇
止
め
集
中
相
談
会


